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第６次生駒市総合計画第３期基本計画策定支援業務に係る 

公募型プロポーザル企画提案書等作成要領 

 

１ 企画提案書の作成方法 

企画提案書は別紙、第６次生駒市総合計画第３基本計画策定支援業務仕様書（以下、「仕様書」と

いう。）を十分に踏まえた上、次の事項に従って提出すること。 

(1) 記載内容 

 ア 現状の把握 

   生駒市の現状及び課題（地理的条件の特性も含む）を記載してください。また、現計画であ

る第２期基本計画の課題等を記載してください。 

 イ 基本構想の評価及び検証 

   基本構想の評価及び検証における、発注者が実施する学習用オンライン端末を通じた児童生

徒へのアンケート調査及び対面での意見聴取の機会について、具体的な設問内容や意見聴取

内容を記載してください。また、市民意見等を踏まえ、生駒市総合計画審議会（以下「総計

審」という。）が行う基本構想の現時点での達成度評価と見直し等の支援に係る具体的な内容

を記載してください。 

 ウ 基本的施策及び経営的施策の作成 

   生駒市の職員が主体的かつ論理的に検討できるよう事前に実施する職員研修について、開催

回数、時間や研修内容について、具体的に記載してください。また、基本計画案の策定にお

ける市民意見聴取の実施手法について、具体的に記載してください。それらを踏まえた上で、

基本的施策及び経営的施策について議論する場の開催回数、時間や議論の方法等について具

体的に記載してください。なお、第２期基本計画における基本的施策及び経営的施策の計１

７施策を前提として、各２回議論する場を設けるものとします。 

加えて、第２期基本計画の進行管理に係る総計審の会議録を精読し、施策目標からのバック

キャスティングによる事業体系の整理が不十分という現計画の課題を踏まえた上で、第３期

基本計画の進行管理において効果的に PDCA サイクルを回すことができる仕組みについて、具

体的に記載してください。 

 エ 地方版総合戦略に位置付ける戦略的施策の作成 

   生駒市の職員が主体的かつ論理的に検討できるよう事前に実施する職員研修について、開催

回数、時間や研修内容について、具体的に記載してください。それを踏まえた上で、戦略的

施策について議論する場の開催回数、時間や議論の方法等について具体的に記載してくださ

い。なお、第２期基本計画における戦略的施策の計４施策を前提として、各２回議論する場

を設けるものとします。 

加えて、第２期基本計画の進行管理に係る総計審の会議録を精読し、施策目標からのバック

キャスティングによる事業体系の整理が不十分という現計画の課題を踏まえた上で、第３期

基本計画の進行管理において効果的に PDCA サイクルを回すことができる仕組みについて、具
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体的に記載してください。 

 

 カ 追加提案 

   仕様書に明記されている業務内容以外の追加提案について、具体的に記載してください。 

  

(2)  注意事項 

ア 企画提案書及び工程表には提案者名を記入しないこと。 

イ 企画提案書は日本工業規格Ａ４とする。 

ウ 企画提案書のページ数は表紙、目次、工程表を除いて１０ページ以内で簡潔に記載すること。 

エ 本業務の各工程のスケジュールを明確にした詳細な工程表を作成すること。工程表について

は日本工業規格Ａ３片面１ページ（任意様式）で作成し、企画提案書の後ろに併せて提出するこ

と。 

オ カラーでの作成を認める。 

カ 文字フォントサイズは１０．５ポイント以上とする。ただし、図表内の文字には適用しない

が、読みやすいフォントサイズを選択すること。 

キ 複数の応募又は複数の企画提案書を提出することはできない。 

ク 正本と副本の内容は、字体・色等を含め全て同一とすること。ただし、正本と副本とが識別

できるよう提出すること。 

 

２ 参考見積書 

(1) 消費税および地方消費税を抜いた金額と、消費税および地方消費税１０％を合計した金額が分

かるように記載すること。 

(2) 参考見積の金額が予定価格を超えた場合は失格となるので、注意すること。 

 

３ 提出書類・部数 

第６次生駒市総合計画第３期基本計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領「５ 企

画提案書等の作成及び提出」に定めるとおりとする。 

 

４ その他 

(1) 企画提案書の作成及び提出にかかる費用は、提案者の負担とする。 

(2) 提出後の企画提案書の変更、撤回および返却は認めない。 

(3) 企画提案書は、本プロポーザル以外には提出者に無断で使用しない。ただし、情報公開条例に

基づく公開を除く。 

 

５ 提出期限 

(1) 提出期限 令和８年７月１５日（水）１５時まで（必着） 

(2) 提出場所 生駒市役所 経営企画部 企画政策課 
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（〒６３０－０２８８ 奈良県生駒市東新町８－３８） 

(3) 提出方法 持参又は郵送によること。 

なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。 


